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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
吉
田
は
る
み
君
提
出
労
働
人
口
不
足
時
代
に
お
け
る
高
齢
者
雇
用
の
あ
り
方
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
検
討
」
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
等
の
規
定
に
よ

る
老
齢
厚
生
年
金
の
支
給
停
止
に
係
る
検
討
と
理
解
す
る
が
、
当
該
支
給
停
止
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
障
審
議
会

年
金
部
会
に
お
け
る
制
度
改
正
等
の
議
論
の
中
で
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
全
国
三
百
箇
所
の
公
共
職
業
安
定
所
に
お
い
て
、
高
年
齢
者
の
再
就
職
に
係
る
支
援

を
専
門
的
に
行
う
窓
口
で
あ
る
生
涯
現
役
支
援
窓
口
を
設
置
し
た
上
で
、
社
会
保
険
労
務
士
等
の
資
格
や
高
年
齢
者
の
就
労

に
係
る
専
門
的
な
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
相
談
員
で
あ
る
就
労
・
生
活
支
援
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
等
に
よ
る
、
年
金
の
受
給
状

況
等
を
考
慮
し
た
職
業
生
活
の
再
設
計
に
係
る
計
画
の
策
定
を
含
め
た
き
め
細
か
な
再
就
職
支
援
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
引
き
続
き
こ
の
取
組
を
推
進
し
て
ま
い
り
た
い
。 

三
に
つ
い
て 



 

２ 

 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
は
、
企
業
に
お
け
る
六
十
五
歳
か
ら
七
十
歳
ま
で
の
高
年
齢
者
の
安
定
し
た
就
業
の

確
保
を
促
進
し
、
定
着
さ
せ
て
い
く
た
め
に
は
、
事
業
主
に
対
し
て
指
導
、
助
言
等
を
行
い
な
が
ら
、
事
業
主
が
自
発
的
に

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
高

年
齢
者
就
業
確
保
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
促
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
御
指
摘
の
「
雇
用
確
保
の
義

務
化
」
の
年
齢
に
つ
い
て
六
十
五
歳
か
ら
引
き
上
げ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
「
七
十
五
歳
ま
で
引
き
上
げ
て
制
度
化
す
る
こ

と
」
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
現
時
点
で
検
討
を
行
う
予
定
は
な
い
。 


